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介
護
保
険
自
己
負
担
額
証
明
書
と

は
？

　

年
間
で
自
己
負
担
し
た
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な

ど
を
除
く
）
の
合
計
が
記
載
さ
れ
た

証
明
書
で
す
。
医
療
保
険
者
は
こ
れ

を
基
に
医
療
費
と
合
算
し
、
支
給
金

額
を
算
出
し
ま
す
。

問　

介
護
保
険
課
（
内
線　

・　

）

301

300

　

9
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た

「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
」

に
お
い
て
、
当
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
を

受
給
す
る
た
め
に
、
事
業
主
や
各
組

合
へ
「
介
護
保
険
自
己
負
担
額
証
明

書
」
の
提
出
が
必
要
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

対
象
者　

本
年
７
月　

日
現
在
で
被

31

用
者
保
険
（
社
会
保
険
、
共
済
組
合
、

船
員
保
険
な
ど
の
医
療
保
険
）
に
加

入
し
て
い
る
方
（
世
帯
）

交
付
窓
口　

介
護
保
険
課
、
各
総
合

支
所
保
健
福
祉
課
お
よ
び
各
支
所

交
付
開
始
日　
　

月
１
日
�

10

手
数
料　

無
料

必
要
な
も
の　

印
か
ん
、
振
込
先
の

金
融
機
関
名
お
よ
び
口
座
番
号
な
ど

（
本
人
以
外
の
口
座
へ
振
り
込
む
場
合

は
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
）

※
７
月　

日
現
在
、「
国
民
健
康
保

31

険
」
ま
た
は
「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
」
に
加
入
し
、
当
制
度
の
支
給
対

象
と
な
る
方
（
世
帯
）
に
は
、　

月
12

ご
ろ
に
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

　

た
だ
し
、
転
出
・
転
入
な
ど
に
よ

り
、
年
度
の
途
中
で
医
療
や
介
護
の

保
険
者
が
変
わ
っ
た
方
に
は
勧
奨
通

知
が
届
か
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
具
体
的
な
手
続
き
や
不
明
な
点

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度

介
護
保
険
自
己
負
担
額
証
明
書

介
護
保
険
自
己
負
担
額
証
明
書
のの
発
行
発
行
はは

月

　

月
１１
日日　

か
ら
で
す

か
ら
で
す

1010

（木）（木）

　

市
で
は
、　

歳
以
上
の
方
（
市
内

65

在
住
）
の
心
身
機
能
の
維
持
向
上
お

よ
び
積
極
的
な
社
会
参
加
と
生
活
の

活
性
化
を
図
る
た
め
に
、
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
地
域
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
に
対
し
、
事
業

実
施
に
か
か
る
経
費
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

【
助
成
要
件
】

①
地
域
の
集
会
所
な
ど
を
活
用
し
、

お
お
む
ね
月
３
回
以
上
実
施
で
き
る

団
体

②
１
日
の
事
業
実
施
時
間
が
５
時
間

以
上

③
１
回
当
た
り
の
平
均
利
用
者
数
が

５
人
以
上

④
事
業
を
６
カ
月
以
上
継
続
し
て
実

施
し
て
い
る
。
ま
た
は
、
６
カ
月
以

上
継
続
し
て
実
施
す
る
体
制
が
整
備

さ
れ
て
い
る
こ
と

※
平
成　

年
度
に
お
い
て
助
成
を
希

22

望
す
る
団
体
は
、　

月　

日
�
ま
で

10

30

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
・
問　

福
祉
総
務
課
（
内
線　

）
431

住
宅
手
当
緊
急
特
別

措
置
事
業
の
実
施

　

住
宅
を
喪
失
ま
た
は
喪
失
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
離
職
者
の
方
に
対
し
、

住
居
と
安
定
的
な
就
労
機
会
が
確
保

で
き
る
よ
う
住
宅
費
を
支
援
す
る
事

業
を　

月
か
ら
実
施
し
ま
す
。

10

　

対
象
と
な
る
方
は
、
２
年
以
内
に

離
職
し
、
就
労
能
力
と
意
欲
が
あ
り
、

原
則
と
し
て
収
入
が
無
い
方
な
ど
で

す
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
い
く
つ
か
条
件

が
あ
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
と
思

わ
れ
る
方
で
希
望
す
る
方
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

保
護
課（
内
線　

・　

・　

・　

）

426

427

505

506
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支
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近
年
、
振
り
込
め
詐
欺
や
な
り
す

ま
し
な
ど
の
各
種
犯
罪
防
止
の
た
め
、

公
的
な
身
分
証
明
書
の
提
示
を
求
め

ら
れ
る
機
会
が
増
え
て
お
り
、
住
民

票
や
戸
籍
謄
抄
本
な
ど
の
申
請
に
も

本
人
確
認
書
類
の
提
示
が
必
要
と

な
っ
て
い
ま
す
。「
写
真
付
き
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
」
は
、
住
民
登
録
を

行
っ
て
い
る
市
町
村
の
窓
口
で
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
、
運
転
免
許
証
や

パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
を
お
持
ち
で
な
い

方
に
と
っ
て
は
、
公
的
な
身
分
証
明

書
と
し
て
も
ご
利
用
で
き
る
安
全
性

に
優
れ
た
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
す
。

・
カ
ー
ド
の
有
効
期
限　
　

年
間

10

・
申
請
に
必
要
な
も
の　

運
転
免
許

証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
官
公
署
が
発

行
し
た
写
真
付
き
証
明
書
、
印
か
ん

（
ゴ
ム
素
材
以
外
の
印
）、
顔
写
真
、

手
数
料
（
１
件　

円
）

500

※
写
真
付
き
証
明
書
を
持
っ
て
い
な

い
方
は
、
本
人
を
確
認
す
る
た
め
の

文
書
を
郵
送
す
る
た
め
、
即
日
交
付

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
願
い

ま
す
。

※
顔
写
真　

６
カ
月
以
内
に
撮
影
さ

れ
た
正
面
向
き
、
無
帽
、
無
背
景
の

も
の
。大
き
さ
縦　

�
×
横　

�（
顔

45

35

の
大
き
さ　

�
±
２
�
）、ふ
ち
な
し

27

※
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
は
、
本
人
に
限
り
ま
す
。

・
申
請
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
４

時　

分
30

　

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

市
民
課
（
内
線　

・　

）

440

441

「
写
真
付
き
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
」
は
公
的

な
身
分
証
明
書
と
し
て

ご
利
用
で
き
ま
す

国民年金保険料収納事業
民間事業者への委託内容を拡大します。
　社会保険庁（宮城社会保険事務局）では、

国民年金保険料が未納になっている方に対す

る電話や戸別訪問による納付の案内業務を民

間業者に委託しています。10月からは、免除

など申請の案内に関する業務も委託すること

になりました。

石巻社会保険事務所の委託業者名　　
株式会社オリエントコーポレーション
※ 9月まではキャリアバンク株式会社でした。

《委託業者を装った詐欺にご注意を》
　委託された民間事業者が戸別訪問で、国民

年金保険料の支払いをお願いする際は、必ず、

①顔写真入りの「納付督励員証明書」を提示し、

②「社会保険庁から、国民年金保険料の収納

業務を委託されている、株式会社オリエント

コーポレーションの○○です」と名乗ります。

個人情報を聞き取りすることはありません。

　不審な点があれば、お問い合わせください。

問　石巻社会保険事務所 国民年金業務課　

　　� 22-5117
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縮
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な
ど
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ま
る
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◆
◆
◆
◆

公
的
年
金
に
か
か
る
市
・
県
民
税
の

特
別
徴
収
制
度
が
始
ま
り
ま
す

対
象
と
な
る
年
金

　

老
齢
基
礎
年
金
等
（
障
害
年
金
や

遺
族
年
金
な
ど
の
非
課
税
の
年
金
は

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）

公
的
年
金
所
得
以
外
の
所
得
が
あ
る

場
合

　

公
的
年
金
等
所
得
以
外
に
か
か
る

市
・
県
民
税
は
、
納
付
書
や
口
座
振

替
で
の
納
付
、
ま
た
は
給
与
か
ら
の

特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
給
与
所
得
と
公
的
年
金
等

所
得
が
あ
る
場
合
、
昨
年
度
ま
で
は

二
つ
の
所
得
か
ら
算
出
す
る
市
・
県

民
税
を
合
算
し
て
給
与
か
ら
特
別
徴

収
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
今

年
度
か
ら
合
算
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
し
た
。　

歳
未
満
で
公
的

65

年
金
か
ら
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
ら

な
い
方
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
給
与

所
得
と
公
的
年
金
等
所
得
か
ら
算
出

す
る
市
・
県
民
税
を
合
算
し
て
給
与

か
ら
特
別
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
し
た
。

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
中
止

さ
れ
る
場
合

　

公
的
年
金
に
か
か
る
市
・
県
民
税
の

税
額
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
や
市
外

へ
転
出
し
た
場
合
な
ど
は
、
年
金
か
ら

の
特
別
徴
収
が
中
止
と
な
り
、
普
通
徴

収
に
切
り
替
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問　

市
民
税
課
（
内
線　

･　

）

364

240

　

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
の

市
・
県
民
税
に
つ
い
て
、　

月
よ
り

10

公
的
年
金
か
ら
差
し
引
い
て
納
め
る

特
別
徴
収
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
に
よ
り
変
更
と
な
る
の

は
、
納
付
方
法
の
変
更
で
あ
り
、
負
担

額
が
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象
と
な
る
方

　

前
年
中
に
公
的
年
金
の
支
払
い
を

受
け
た　

歳
以
上（
4
月
1
日
現
在
）

65

の
方
で
公
的
年
金
（
老
齢
基
礎
年
金

等
）
を
受
給
し
て
い
る
方

※
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
特

別
徴
収
で
は
な
く
、
普
通
徴
収
（
納

付
書
や
口
座
振
替
で
の
納
付
）
と
な

り
ま
す
。

・
老
齢
基
礎
年
金
の
年
額
が　

万
円

18

未
満
の
方

・
介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収
さ
れ
て

い
な
い
方

・
特
別
徴
収
す
る
税
額
が
、
老
齢
基

礎
年
金
の
年
額
を
超
え
る
方

対
象
と
な
る
税
額

　

公
的
年
金
に
か
か
る
所
得
割
額
お

よ
び
均
等
割
額

　

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
の
対
象

と
な
る
の
は
、
公
的
年
金
等
所
得
か

ら
算
出
し
た
市
・
県
民
税
の
み
と
な

り
ま
す
。

１０ 月
より

　

県
内　

市
町
と
宮
城
県
が
協
同
で

25

宮
城
県
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
を
設

置
し
、
６
月
上
旬
か
ら　

市
町
の
滞

25

納
事
案
の
引
き
受
け
が
始
ま
り
ま
し

た
。

　

本
市
で
も
高
額
滞
納
者
を
対
象
に

７
月
現
在　

件
、
滞
納
税
額
お
よ
そ

110

５
億
円
分
を
機
構
に
移
管
し
ま
し
た
。

今
後
、
機
構
で
は
、
自
動
車
の
差
し

押
さ
え
や
捜
索
に
よ
る
動
産
の
差
し

押
さ
え
な
ど
を
法
令
に
基
づ
き
積
極

的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
差
し
押

さ
え
物
件
の
公
売
に
よ
り
滞
納
税
額

の
縮
減
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

問　

納
税
課
（
内
線　

）
571

地方税の電子申告 

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）を 

開始します。
　市では、12月 14日�から地方税の電子申告（ｅＬＴＡＸ）

の受け付けを開始します。これにより、これまで紙で行ってい

た地方税の申告を、自宅やオフィス、税理士事務所などのパソ

コンからインターネットを利用し、手軽に行うことができます。

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）とは

　地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的

に行うシステムのことです。このシステムの運営は、地方公共

団体で組織する（社）地方税電子化協議会が行っています。

利用可能な手続きの種類

・法人市民税：中間申告、確定申告、修正申告、法人設立・設

置届出書、異動届出書

・固定資産税（償却資産）：全資産申告、増加・減少資産申告、

修正申告

・個人住民税：給与支払報告、給与支払報告・特別徴収にかか

る給与所得者異動届出、普通徴収から特別徴収への切替申請、

退職所得にかかる納入申告および特別徴収票または特別徴収税

額納入内訳届出、特別徴収義務者の所在地名称変更届出書

ｅＬＴＡＸを利用するためには　　ｅＬＴＡＸホームページに

アクセスし、利用届出が必要です。詳しくは、ｅＬＴＡＸホー

ムページ（ＵＲＬ：http://www.eltax.jp/）をご覧ください。

問　（利用方法）社団法人地方税電子化協議会　� 0570-

081459（IP 電話や PHSからは� 03-5339-6701）

問　（申請・申告の内容）市民税課（内線 241・364）・

　　資産税課（内線 449）
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